（長期継続契約）
賃貸借契約書

１．件名　　　　　豊中市統合ネットワーク（令和８年度更改）ハードウエア・ソフトウェア等賃貸借

２．契約金額　　　総額：金　円
　　　　　　　（うち消費税及び地方消費税額　金　円）
月額：金　円　
（うち消費税及び地方消費税額　金　円）

３．契約期間　　　令和９年（２０２７年）３月１日から令和１４年（２０３２年）９月３０日まで

４．納入場所　　　豊中市デジタル戦略課　電子計算機室内
　　　　　　　　　豊中市北桜塚１丁目４番１号（ＮＴＴ西日本豊中ビル６階）

５．契約保証金　　財務規則第110条第３号により免除

６．仕様及び明細　入札仕様書及び別紙１明細書（以下仕様書という）　の通り

　上記について、豊中市（以下「賃借者」という。）と○○（以下「賃貸者」という。）との間において、次の条項により賃貸借契約を締結する。

（契約の趣旨）
第１条　賃貸者は、この契約に定める条項により頭書記載の豊中市統合ネットワーク（令和８年度更改）ハードウエア・ソフトウェア等の賃貸借（以下「機器」という。）を仕様書の通り賃借者に賃貸し、賃借者は、その機器を賃貸者から賃借するものとする。

（善管注意義務）
第２条　賃借者は、善良な管理者の注意をもって機器を管理しなければならない。

（契約金額）
第３条　機器の契約金額は、頭書２の記載のとおりの額とする。

（賃貸借料の支払）
第４条　賃借者は、賃貸者の請求に基づき、履行期間に当たる月の翌月末日までに、賃貸者に支払うものとする。ただし、履行期間に１箇月未満の端数が生じたときは、その月の支払額は、月額から日割計算によって算定するものとする。
（契約の保証）
第５条　賃貸者は、この契約の締結と同時に、賃貸借料の100分の５以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次の掲げる担保の提供をもって代えることができる。
（１）契約保証金に代わる担保となる賃借者が確実と認める有価証券の提供
（２）この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する、賃借者が確実と認める金融機関の保証
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができる。
（１）この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いをてん補する履行保証保険契約の締結
（２）豊中市財務規則第110条第３号または第６号の規定に該当すると賃借者が認めたとき
３　前項第１号の場合においては、賃貸者は履行保証保険契約の締結後、直ちに、その保険証券を賃借者に寄託しなければならない。
４　賃貸借料の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の賃貸借料の100分の５に相当する額に達するまで、賃借者は、契約保証金の増額を請求することができ、賃貸者は、契約保証金の減額を請求することができる。

（機器の保守）
第６条　賃貸者は、機器の機能及び性能を常に良好に保持するため、必要に応じて定期点検を実施し、また不良部品等の交換を行うものとする。
２　前項の保守から生じる一切の経費は、賃貸者が負担するものとする。ただし、賃借者の故意又は重大な過失により、機器に損傷等を与えた場合は、それらの修復にかかる経費は賃借者が負担するものとする。

（機器の引渡し）
第７条　賃貸者は、機器をこの契約の定める契約期間の賃貸借開始日までに、賃借者の指定する場所に納品するものとする。これに要する費用は、すべて賃貸者において負担するものとする。

（機器の設置場所）
第８条　賃借者は、機器の設置場所について、賃貸者にあらかじめ書面により報告するものとする。

（機器の返還）
第９条　賃借者は、契約期間が満了したとき、又は契約を解除したときは、賃貸者に連絡するものとする。契約期間が満了した場合、賃貸者は機器を無償譲渡することとする。
契約を解除した場合、賃貸者は、直ちに機器を引き取るものとし、これに要する費用は、すべて賃貸者において負担するものとする。
　なお、期間満了時に賃借者及び賃貸者それぞれにおいて異議なく賃貸借期間を延長する意思がある場合においては、改めて賃貸借契約を締結するものとする。
２　賃貸者は、前項により機器を引き取る際には、電磁的記録媒体の取扱いについて、賃借者と協議の上、決定するものとする。

（権利義務の譲渡などの禁止）
第10条　賃貸者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ賃借者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。

（一括再委託等の禁止）
第11条　賃貸者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
２　賃貸者は、前項の主たる部分のほか、賃借者が仕様書において指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
３　賃貸者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ賃借者の承諾を得なければならない。
４　賃貸者は、前項の賃借者の承諾を得て第三者に業務に関するデータの取扱いを委託する場合においても、当該第三者に対し本契約書と同様の義務を課すものとする。
５　賃借者は、賃貸者に対して、業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

（立入権）
第12条　賃貸者は、機器の納品、設置、保守、修理及び調整のために、機器の設置場所等に立ち入ることができるものとする。このときにおいて、賃貸者は、必ずその身分を証明する証票を携行しなければならない。

（秘密の保持）
第13条　賃貸者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、豊中市情報セキュリティポリシーに定められた事項を遵守しなければならない。

（個人情報の保護）
第14条　受注者は、この契約の履行に当たって個人情報その他の情報（以下「個人情報等」という。)を取扱う場合は、個人情報等の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）、豊中市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和4年条例第44号）その他法令等に定めるもののほか、業務を処理するための個人情報等の取扱いについては、別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。

（契約の解除等）
第15条　賃借者は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、この契約を解除することができる。
（１）この契約の全部又は一部を履行しないとき。
（２）この契約に定める条項に違反したとき。
（３）この契約の履行にあたり、不当、不正な行為をしたとき。
（４）故意又は過失により賃借者に重大な損害を与えたとき。
（５）第14条第５項に該当したとき。
（６）別表に掲げる措置要件に該当するとき。

（契約が解除された場合等の違約金）
第16条　次の各号のいずれかに該当する場合においては、賃貸者は、違約金として、契約金額の総額（履行済みの分に対する金額を除く。）の100分の５に相当する額を、賃借者の指定する日までに支払わなければならない。
（１）前条の規定によりこの契約が解除された場合
（２）賃貸者がその債務の履行を拒否し、又は、賃貸者の責めに帰すべき事由によって賃貸者の債務について履行不能となった場合
２　次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
（１）賃貸者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人
（２）賃貸者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人
（３）賃貸者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等
３　第１項の場合（前条第６号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）において、第５条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、賃借者は、当該契約保証金又は担保をもって第１項の違約金に充当することができる。

（長期継続契約における予算が削減又は減額された場合の契約解除等）
第17条　この契約は、地方自治法第234号の３の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結する日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において、予算の減額又は削除があった場合には、発注者は、この契約を解除することができる。この場合において、契約を解除しようとする１月前までに受注者に通知するものとする。
２　前項によりこの契約が解除されたときは、賃借者は機器を賃貸者に返還し、残期間の支払い予定契約金額から、未経過費用（この契約を解除した後に、賃貸者が支払うべき費用として予定していたこの契約金額に含まれている、公租公課費、保守・点検費用、消耗品費等の諸費用をいう。）を差し引いた金額を支払うものとする。

（法令上の責任）
第18条　賃貸者は、その従業員及び再委託先に対して労働基準法、職業安定法その他関係法令によって起因する全ての責任を負うものとする。

（紛争の処理）
第19条　賃貸者は、この契約に関し、第三者との間に賃借者の責めに帰さない紛争が生じたときは、賃貸者の負担においてその一切の処理をするものと
する。

（管轄裁判所）
第20条　この契約において、賃借者、賃貸者間において訴訟等が生じたときは、賃借者の所在地を管轄する裁判所を第一の裁判所とする。

（暴力団等排除措置要綱の遵守）
第21条　賃貸者は、豊中市暴力団排除条例（平成25年４月１日制定）、豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成24年２月１日実施）に基づく賃借者の注意、指導等に従わなければならない。

（契約に定めのない事項）
第22条　この契約の定めのない事項、又はこの契約履行について疑義が生じたときは、賃借者賃貸者双方で協議し、円満解決をはかることとする。

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、賃借者、賃貸者記名押印
の上、各１通を保有する。

令和8年（2026年）　月　日


賃借者　豊中市中桜塚３丁目１番１号
　　　　　　　　　　　　　　　豊中市
　　　　　　　　　　　　　　　豊中市長　　長内　繁樹


賃貸者　

　　　　
　　　　
　　個人情報等取扱特記事項

（基本的事項）
１　受注者は、個人情報その他の情報（以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
（業務従事者への周知）
２　受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、個人情報等の保護に必要な事項を周知させるものとする。
（再委託の制限）
３　受注者は、この契約による業務に関して再委託を行うときは、再委託を行う業務の範囲を明確にするとともに、書面により発注者に承諾を得なければならない。
（受注者等の義務）
４　受注者及びこの契約に従事している者又は従事していた者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
（適切な管理）
５　受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。発注者が別に指示したときは、当該指示の方法によるものとする。
（収集の制限）
６　受注者は、この契約による業務を行うために個人情報等を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
（目的外利用・提供の禁止）
７　受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
（複写、複製の禁止）
８　受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による業務を行うために発注者から引き渡された個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
（資料等の返還等）
９　受注者は、この契約による業務を履行するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された資料等を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該指示の方法によるものとする。
（廃棄）
10　受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。受注者は、この契約完了後速やかに、当該情報等の廃棄等が完了した旨の報告書を発注者に提出しなければならない。
（調査）
11　発注者は、受注者が契約による業務の履行に当たり取り扱っている個人情報等の状況について、随時調査することができる。
（事故発生時における報告）
12　受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従うものとする。


別　　表
	
	措　　置　　要　　件

	１
	個人である賃貸者及び法人である賃貸者の役員等が、暴力団員であると認められるとき。

	２
	賃貸者及びその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

	３
	賃貸者及びその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

	４
	賃貸者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

	５
	賃貸者及びその他役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約の相手方が１の項から４の項までの措置要件のいずれかに該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。



　　注１　「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年
法律第７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

　　注２　「暴力団員」とは、法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

